
地方公共団体組織認証基盤における大阪市登録分局の運営及び証明書の利用 

に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱（以下「基本要

綱」という。）第８条の規定に基づき地方公共団体組織認証基盤（以下「ＬＧＰＫＩ」

という。）における大阪市登録分局（以下「登録分局」という。）の運営及び証明書の

利用に関する事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 公開鍵暗号 平文を暗号化する電子的な鍵と復号する電子的な鍵が異なり、一方

を公開し、もう一方を秘密にした暗号をいう。 

(2) 公開鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の公開される方の鍵をいう。 

(3) 証明書 ＬＧＰＫＩが公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに発行対

象の正当性を保証する電子署名を付与して発行するデータをいう。 

(4)  公開鍵証明書 前号における証明書の公開鍵に対応付けられた証明書をいう。 

(5) 秘密鍵 公開鍵証明書の発行を受けた者のみが利用可能な電子的な鍵をいう。 

(6) ＩＣカード等 ＬＧＰＫＩによって発行された公開鍵証明書及び公開鍵証明書に

対応する秘密鍵並びに公開鍵証明書及び秘密鍵情報を格納した格納媒体をいう。 

 (7) ＰＩＮ(Personal Identification Number)  ＩＣカード等に格納された秘密鍵を

利用する際に必要な符号である個人識別番号をいう。 

(8) 局長等 大阪市市長直轄組織設置条例（平成24年大阪市条例第12号）第１条に掲

げる組織の長、大阪市事務分掌条例（昭和38年大阪市条例第31号）第１条に掲げる

組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、水道局長、教育長、行政委員会事務

局長、市会事務局長及び区長をいう。 

（登録分局の設置及び役割） 

第３条 基本要綱第７条に定めるＬＧＰＫＩからの委任業務を遂行するため、本市に登録

分局を設置する。 

２ 登録分局は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 証明書に関する発行、更新及び失効申請の受付、審査並びにＬＧＰＫＩに対する申

請 

(2) 発行された証明書の利用者への交付 

(3) 登録分局に関するＬＧＰＫＩへの届出 

(4) 申請書類等の管理 

(5) ＬＧＰＫＩが実施する監査等への対応 

(6) その他登録分局の運営に関すること 

（証明書の種類、使用用途及び利用期間） 



第１号様式（第９条第１項、第 10 条第１項、第 11 条第１項及び第 13 条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日  

（登録分局責任者）総務局長様 

 

局長等の職名  

 

名     義  

証 明 書 の 種 類  

□ 電子署名用（代替使用 ICカード等 □有 □無） 

□ サーバ用 

□ その他（             用） 

ＩＣカード等管理者 

職  氏  名 
 

ＩＣカード等使用者 

職  氏  名 
 

利用端末ホスト名 

又はサーバ名 

 

ＩＣカード等使用場所  

ＩＣカード等保管場所  

使用用途（事務）  

 

 

申 請 事 由 

 

 

 

 

 

 

 

（電子署名付与の年間件数）約 件 

使用開始予定 

廃  止 

失   効 

年月日     年  月  日 

担当者：  

（電話番号：       ） 

 

 

発 行 

更 新 

廃 止 

失 効 

証明書        申請依頼書 



第２号様式（第 12条第２項関係） 

 

 

証明書事故報告書 

 

  年  月  日  

（登録分局責任者）総務局長様 

 

局長等の職名  

 

名     義  

証 明 書 の 種 類  

□ 電子署名用 

□ サーバ用 

□ その他（             用） 

ＩＣカード等管理者職氏名  

ＩＣカード等使用者職氏名  

ＩＣカード等使用場所 
 

ＩＣカード等保管場所 
 

事 故 発 生 日 時      年  月  日  時  分 

事 故 発 生 場 所  
 

事 故 内 容 

 

事 故 発 生 時 

の 保 管 状 況 

 

事 故 発 生 後 に  

採 っ た 処 置 

 

 

 



第３号様式（第 15 条関係） 

 

 

証明書管理状況変更報告書 

 

  年  月  日  

（登録分局責任者）総務局長様 

 

局長等の職名  

 

名     義  

証 明 書 の 種 類  

□ 電子署名用 

□ サーバ用 

□ その他（             用） 

変 更 内 容 

 

□ ＩＣカード等の保管場所  

（変更後の保管場所）  

  （変更年月日）      年  月  日  

  

□ ＩＣカード等管理者職氏名  

（変更後の職氏名）                

  （変更年月日）      年  月  日  

  

□ ＩＣカード等使用者職氏名  

（変更後の職氏名）                

  （変更年月日）      年  月  日 

 

 

変 更 事 由 

 

 

 



第４条 認証局が発行する証明書の種類、使用用途及び利用期間は、証明書ポリシー（基

本要綱第３条第２項に基づき地方公共団体システム機構が定める証明書ポリシーをい

う。以下同じ。）に定められたとおりとする。 

（登録分局の体制） 

第５条 登録分局に、次の各号に掲げる者を置く。 

 (1) 登録分局責任者 

(2) 審査承認者 

(3) 審査担当者 

(4) 受付担当者 

２ 前項各号に掲げる者は、次のとおりとする。 

(1) 登録分局責任者 総務局長 

(2) 審査承認者 総務局行政部行政不服審査担当課長（以下「行政不服審査担当課長」    

という。） 

(3) 審査担当者 文書管理を担当する行政部行政課担当係長 

(4) 受付担当者 文書管理を担当する行政部行政課担当係長 

          ＩＣＴ基盤（他の所管に属するものを除く。）の整備及び管理運営に

関することを担当するデジタル統括室担当係長 

３ 第１項各号に掲げられた者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められ

た者が職務を代行する。 

（登録分局責任者等） 

第６条 登録分局責任者は、登録分局の運営に携わる要員に対する方針指示、作業指示及

び作業結果の確認などを行い、登録分局運営業務を統括する。 

２ 審査承認者は、証明書の発行申請依頼、更新申請依頼及び失効申請依頼の審査結果の

承認を行う。 

３ 審査担当者は、証明書の発行申請依頼、更新申請依頼及び失効申請依頼の審査事務を

行う。 

４ 受付担当者は、証明書の発行申請依頼、更新申請依頼及び失効申請依頼の受付、申請

者との連絡調整、申請書類等の整理、発行事務のＬＧＰＫＩとの手続並びに次条第１項

で定めるＩＣカード等管理者への発行された証明書の交付を行う。 

（ＩＣカード等管理者） 

第７条 ＩＣカード等の保管及び利用の管理を行うため、ＩＣカード等管理者を置く。 

２ ＩＣカード等管理者は、当該ＩＣカード等を使用して行う業務を所管する課等の長と 

する。 

３ ＩＣカード等管理者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者が

その職務を代行するものとする。 

４ ＩＣカード等管理者は、ＩＣカード等を慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難、不正使

用その他の事故の無いように適切な措置を講じて、厳重に保管及び管理しなければなら

ない。 



５ ＩＣカード等管理者は、ＰＩＮをＩＣカード等とは別に管理するものとし、第３項で

定める自己の職務代行者並びに次条第１項及び第３項で定めるＩＣカード等使用者及び

その職務代行者以外に知られることの無いように厳重に管理しなければならない。 

６ ＩＣカード等管理者は、ＩＣカード等が適正に使用されるように、次条第１項で定め

るＩＣカード等使用者を監督しなければならない。 

（ＩＣカード等使用者） 

第８条 ＩＣカード等を使用できる者は、ＩＣカード等使用者のみとする。 

２ ＩＣカード等使用者は、当該ＩＣカード等を使用して行う業務を主に担当する担当係

長とする。 

３ ＩＣカード等使用者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者が

その職務を代行するものとする。 

（証明書の発行） 

第９条 局長等は、証明書の発行が必要と認めるときは、原則として証明書の利用開始日

の45日前までに、第１号様式により登録分局責任者に発行申請を依頼する。 

２ 前項の依頼をするときは、行政不服審査担当課長が定める書類を添付しなければなら

ない。 

３ 局長等は、前項の発行申請依頼の際に、必要に応じて代替使用のためのＩＣカード等

の発行を申請することができる。 

４ 受付担当者は、証明書の発行申請依頼が行われた場合には、速やかにこれを受け付

け、審査担当者に審査を求めるものとする。 

５ 審査担当者は、受付担当者から審査の求めを受けた場合は、速やかにこれを審査す

る。 

６ 審査に当たっては、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。 

(1) 証明書の名義、申請元組織及び申請事由が、当該証明書の証明書ポリシーに照らし

て妥当であること 

(2) 申請者が証明書の名義及び申請元組織に照らして妥当であること 

７ 審査担当者は、前項各号に掲げる事項が適当であるときは、速やかに審査承認者に承

認を求めるものとする。 

８ 審査承認者は、審査担当者が行った審査が適当であると認めた場合は、これを承認

し、登録分局責任者に証明書の発行申請を求めるものとする。 

９ 登録分局責任者は、審査承認者が承認した証明書の発行申請が適当であると認めた場

合は、受付担当者に証明書の発行申請を指示する。 

10 受付担当者は、前項の発行申請指示に基づき、速やかに証明書発行事務のＬＧＰＫＩ

との手続を行った上､ＩＣカード等管理者に対して、発行された証明書に係るＩＣカー

ド等の交付を行うものとする。 

（証明書の更新） 

第10条 局長等は、証明書の有効期限後も引き続き証明書を利用しようとするときは、原

則として証明書の有効期限が到来する45日前までに、第１号様式により登録分局責任者



に証明書の更新に係る申請依頼をしなければならない。 

２ 前項の依頼をするときは、行政不服審査担当課長が定める書類を添付しなければなら

ない。 

３ 証明書の更新申請手続については、前条第３項から第10項までの規定を準用する。 

（証明書の廃止） 

第11条 局長等は、証明書を利用する必要がなくなったときは、第１号様式により登録分

局責任者に証明書の廃止に係る申請依頼をしなければならない。 

２ 前項の依頼をするときは、行政不服審査担当課長が定める書類を添付しなければなら

ない。 

３ 証明書の廃止申請手続については、第９条第３項から第９項までの規定を準用する。 

４ 登録分局責任者は、交付した証明書の有効期限を定期的に確認し、有効期限が到来し

た証明書の情報がＬＧＰＫＩに存在することを確認した場合は、速やかに局長等に第１

項の依頼を行わせなければならない。 

（証明書の事故に関する報告） 

第12条 ＩＣカード等管理者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合には、速やかに局

長等に報告を行わなければならない。 

(1) 物理的、電磁気的破損によるＩＣカード等の使用不能 

(2) ＰＩＮの忘失によるＩＣカード等の使用不能 

(3) ＩＣカード等の盗難又は紛失 

(4) 災害等によるＩＣカード等の所在不明 

(5) ＰＩＮの漏えい 

(6) ＩＣカード等の不正使用 

(7) 前各号に掲げるほか、秘密鍵の危殆
たい

化の疑いが生じたとき 

２ 局長等は、前項の報告を受けた場合は、速やかに証明書事故報告書（第２号様式）に

より、登録分局責任者に事故の報告を行わなければならない。 

３ ＩＣカード等管理者は、第１項第３号から第７号までに該当する場合には、局長等に

失効申請手続を依頼しなければならない。 

（証明書の失効） 

第13条 局長等は、次の各号に掲げる事項に該当する場合には、第１号様式により、登録

分局責任者に証明書の失効に係る申請依頼をしなければならない。 

(1) 前条第１項第３号から第７号までに該当する場合 

(2) 組織変更等により証明書記載事項の変更が発生した場合 

(3) ＩＣカード等の不良、破損等によりＩＣカード等が使用不能となった場合 

(4) 証明書を使用する組織又は事務の廃止等の理由により証明書の利用を停止する必要

が生じた場合 

２ 前項の依頼をするときは、行政不服審査担当課長が定める書類を添付しなければなら

ない。 



３ 証明書の失効申請手続については、第９条第３項から第９項までの規定を準用する。 

（ＩＣカード等の廃棄） 

第14条 ＩＣカード等管理者は、証明書の更新及び失効により不要となったＩＣカード等

を登録分局責任者に返納しなければならない。 

２ 登録分局責任者は、前項の規定により返納のあったＩＣカード等について、物理的に

破壊した上で廃棄又はＬＧＰＫＩが定める手法により確実に初期化することにより、当

該ＩＣカード等に格納された秘密鍵情報が漏えいしないようにしなければならない。 

（ＩＣカード等の保管場所等の変更） 

第15条 局長等は、ＩＣカード等の保管場所の変更並びにＩＣカード等管理者及びＩＣカ

ード等使用者に異動のあった場合には、証明書管理状況変更報告書（第３号様式）によ

り、速やかにその内容を登録分局責任者に報告しなければならない。 

（局長等の職務の代行） 

第16条 局長等に事故があるとき又は欠けたときに、当該局等における証明書の発行要否

を判断し、発行、更新及び失効の申請依頼事務を統括する者をあらかじめ定めるものと

する。 

（ＬＧＰＫＩへの届出） 

第17条 登録分局責任者は、新たに登録分局の要員等登録を行う場合、又は、当該登録

内容に変更が生じた場合は、速やかにＬＧＰＫＩに届出をしなければならない。 

（申請書類等の管理） 

第18条 登録分局責任者は、証明書に係る申請書類等について、適正に管理し、当該証明

書の有効期限到来後５年間保存しなければならない。 

（監査等への対応） 

第19条 登録分局責任者は、毎年度１回、ＬＧＰＫＩから委任された業務の運営につい

て、ＬＧＰＫＩが指定する点検表により、自ら点検を行い、その結果をＬＧＰＫＩに報

告しなければならない。 

２ 登録分局責任者は、前項の定期監査の他、ＬＧＰＫＩが随時実施する監査について

も、必要となる資料の提供等、適切に対応しなければならない。 

３ 登録分局責任者は、前項の監査に基づき、ＬＧＰＫＩから指摘を受けた場合には、速

やかに改善し、その結果をＬＧＰＫＩに報告しなければならない。 

（使用状況等の調査） 

第20条 登録分局責任者は、ＩＣカード等の保管、使用状況等必要事項を適宜調査するこ

とができる。 

２ 登録分局責任者は、前項の調査に基づき、ＩＣカード等の使用が適当でない場合に

は、ＩＣカード等管理者に対して、改善を指導しなければならない。 

（施行の細目） 

第21条 この要綱の施行について必要な事項は、行政不服審査担当課長が定める。 

 

   附 則 



この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

  附 則 

この改正要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

  附 則 

この改正要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則 

この改正要綱は、令和６年３月27日から施行する。 



第１号様式（第９条第１項、第 10 条第１項、第 11 条第１項及び第 13 条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日  

（登録分局責任者）総務局長様 

 

局長等の職名  

 

名     義  

証 明 書 の 種 類  

□ 電子署名用（代替使用 ICカード等 □有 □無） 

□ サーバ用 

□ その他（             用） 

ＩＣカード等管理者 

職  氏  名 
 

ＩＣカード等使用者 

職  氏  名 
 

利用端末ホスト名 

又はサーバ名 

 

ＩＣカード等使用場所  

ＩＣカード等保管場所  

使用用途（事務）  

 

 

申 請 事 由 

 

 

 

 

 

 

 

（電子署名付与の年間件数）約 件 

使用開始予定 

廃  止 

失   効 

年月日     年  月  日 

担当者：  

（電話番号：       ） 

 

 

発 行 

更 新 

廃 止 

失 効 

証明書        申請依頼書 



第２号様式（第 12条第２項関係） 

 

 

証明書事故報告書 

 

  年  月  日  

（登録分局責任者）総務局長様 

 

局長等の職名  

 

名     義  

証 明 書 の 種 類 

□ 電子署名用 

□ サーバ用 

□ その他（             用） 

ＩＣカード等管理者職氏名  

ＩＣカード等使用者職氏名  

ＩＣカード等使用場所 
 

ＩＣカード等保管場所 
 

事 故 発 生 日 時     年  月  日  時  分 

事 故 発 生 場 所 
 

事 故 内 容 

 

事 故 発 生 時 

の 保 管 状 況 

 

事 故 発 生 後 に 

採 っ た 処 置 

 

 

 



第３号様式（第 15 条関係） 

 

 

証明書管理状況変更報告書 

 

  年  月  日  

（登録分局責任者）総務局長様 

 

局長等の職名  

 

名     義  

証 明 書 の 種 類  

□ 電子署名用 

□ サーバ用 

□ その他（             用） 

変 更 内 容 

 

□ ＩＣカード等の保管場所  

（変更後の保管場所）  

  （変更年月日）      年  月  日  

  

□ ＩＣカード等管理者職氏名  

（変更後の職氏名）                

  （変更年月日）      年  月  日  

  

□ ＩＣカード等使用者職氏名  

（変更後の職氏名）                

  （変更年月日）      年  月  日 

 

 

変 更 事 由 

 

 

 


